
問 厚木保健福祉事務所生活福祉課☎046（224）1111 （内）3247

修学資金などの貸付について修学資金などの貸付について修学資金などの貸付について
母子・父子・寡婦家庭などへの母子・父子・寡婦家庭などへの母子・父子・寡婦家庭などへの

15 母子・父子・寡婦家庭などへの修学資金などの貸付について

　県では、ひとり親家庭などの生活を支援し、子どもの福祉向上のために、修学資金・就学支度資金の貸
付を実施しています。修学資金などの貸付にあたっては審査がありますので、早めにご相談ください。なお、
相談は合格決定前から受け付けています。

　　　　　　　　お子さんが高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、大学院で修学するため
　　　　　　　　に必要な資金を貸付けています。
　　　　　　　　お子さんが小・中・高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、大学院への
　　　　　　　　入学に必要な資金を貸付けています。

○貸付額は、下記の限度額以内で必要と認められる額です。
○県教育委員会が行う奨学金制度や独立行政法人日本学生支援機構から貸与型奨学金を受けている方は
修学資金の貸付を受けることはできません。

修学資金 

就学支度資金

修　学　資　金 就学支度資金
返済回数

学　校　種　別 貸付月額 貸付月数 貸付総額

小学校 ― ― 64,300 円 20 回（10 年）

中学校 ― ― 81,000 円 20 回（10 年）

高等学校
専修学校高等課程

公立   18,000 円
36 月

150,000 円
120 回（10 年）

私立   30,000 円 410,000 円

専修学校一般課程 公立
私立   34,000 円 24 月 150,000 円 60 回（5 年）

高等専門学校
公立   21,000 円

（45,000 円）
60 月

150,000 円
120 回（10 年）

私立   32,000 円
（65,660 円） 410,000 円

短期大学
専修学校専門課程

公立   45,000 円

24 月

410,000 円

120 回（10 年）私立専門   59,330 円
580,000 円

私立短大   62,330 円

大学
公立   47,330 円

48 月
410,000 円

120 回（10 年）
私立   72,330 円 580,000 円

大学院（修士課程）   88,000 円 24 月 （公立）410,000 円
（私立）580,000 円 240 回（20 年）

大学院（博士課程） 122,000 円 36 月

※高等専門学校の貸付月額の（　）内は４年生以降の金額です。


